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Ⅰ 身体拘束の廃止と支援の向上について 

 

１ 身体拘束の廃止に向けて 

 

障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされて

います。身体拘束の廃止は、虐待防止において欠くことのできない取組みといえます。身体拘束の具体的な内容と

しては、以下のような行為が該当すると考えられます。 

 

① 車いすやベッド等に縛り付ける。 

② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。 

③ 行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

④ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。 

⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は、「身体的拘束その他入所者（利用者）の行動を

制限する行為」で、具体的には次のような行為が該当します。 

 

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミト

ン型の手袋等をつける。 

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつけ

る。 

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

「身体拘束ゼロへの手引き」（平成 13年３月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」）  

 

２ やむを得ず身体拘束を行うときの留意点 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設

備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならないとされています。

さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならないとされています。 
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緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に限定されます。当

然のことながら、安易に緊急やむを得ないものとして身体拘束を行わないように、慎重に判断することが求められます。

具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」（厚生労働省身体拘束ゼロ作戦推進会議 2001年３月）に基づく次

の要件に沿って検討する方法等が考えられます。 

なお、以下の３要件の全てに当てはまる場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行います。 

 

（１）やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件 

 

① 切迫性 

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となり

ます。切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、

それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能

性が高いことを確認する必要があります。 

 

② 非代替性 

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非代替性を判断する

場合には、まず身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は

身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。また、

拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。 

 

③ 一時性 

身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性を判断する場合には、本人の状

態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。 

 

（２）やむを得ず身体拘束を行うときの手続き 

 

① 組織による決定と個別支援計画への記載 

やむを得ず身体拘束を行うときには、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定する必要があり

ます。この場合、管理者、児童発達支援管理責任者、運営規程に基づいて選定されている虐待の防止に

関する責任者等、支援方針について権限を持つ職員が出席していることが大切となります。身体拘束を行う

場合には、個別支援計画に身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。これは、会議

によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や目標とす

る解消の時期等を統一した方針の下で決定していくために行うものとなります。ここでも、利用者個々人のニー

ズに応じた個別の支援を検討することが重要となります。 

 

② 本人・家族への十分な説明 

身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得る

ことが必要となります。 
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③ 必要な事項の記録 

また、身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由等必要な事項を記録します。 

 

３ 身体拘束としての行動制限について 

 

障害者支援施設等において、特に行動障害のある利用者が興奮して他の利用者を叩く、噛みつく等の行為や

自分自身の顔面を強く叩き続ける等の行為があるときには、やむを得ず利用者を居室に隔離したり、身体を拘束

したりする等の行動制限を行わざるを得ない場面があると思われます。そのような場合に、やむを得ず行動制限を

する必要があったとしても、その必要性を慎重に判断するとともに、その範囲は最小限にしなければなりません。ま

た、判断に当たっては適切な手続きを踏む必要があります。 

しかし、職員の行動障害に対する知識や支援技術が十分でない場合、対応方法が分からずに行動制限をする

ことに頼ってしまうことも起こります。行動制限をすることが日常化してしまうと「切迫性」「非代替性」「一時性」のい

ずれも該当しなくなり、いつの間にか身体的虐待を続けている状態に陥っていたということにもなりかねません。「問

題行動」に対処するために、身体的虐待に該当するような行動制限を繰り返していると、本人の自尊心は傷つ

き、抑えつける職員や抑えつけられた場面に対して恐怖や不安を強く感じるようになってしまいます。このような誤っ

た学習を繰り返した結果、利用者はさらに強い「問題行動」につながり、それを職員はさらに強い行動制限で対処

しなくてはならないという悪循環に陥ることになります。 

職員の行動障害に対する知識や支援技術を高め、行動制限や身体拘束の解消に向けての道筋を明確にして、

職員全体で支援の質の向上に取り組む必要があります。 

 

Ⅱ こども発達支援教室「ココ塾」蒲田校の取組み 

１ 身体拘束廃止に向けた体制 

 

（１）身体拘束廃止委員会の設置 

当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。1 年に 1 回以上の定期開催

とし、必要なときは随時実施します。（※虐待防止委員会と一体化したものとします） 

① 設置目的 

・事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討 

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続 

・身体拘束を実施した場合の解除の検討 

・身体拘束廃止に関する職員全体への指導  

② 身体拘束廃止委員会の構成員  

・管理者  

・常勤職員  

・非常勤職員  

・第三者となる外部構成員(想定として保護者やボランティアなど)  
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２ 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修 

 

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行いま

す。  

① 定期的な教育・研修（年 1回以上）の実施 

② 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施 

③ その他必要な教育・研修の実施 

 

 

 

 

 

令和 4年 5月 1日 制定 

令和 4年 7月 1日 改訂 

 

 


